
2025年 6月 24日 

【本社】 

労働者派遣事業に関わる情報について 

対象期間：2024年 4月 1日～2025 年 3月 31日 

全業務平均 

① 派遣労働者の数（2025.6.1現在） 11   人 

② 派遣先の実数（事業年度あたりの事業所数） 3   件 

③ 労働者派遣の料金１日の額の平均 36,053  円 

④ 派遣労働者の賃金１日の額の平均 22,218  円 

⑤ マージン率 (③-④)÷③小数点第 2位以下を四捨五入 38.4    ％ 

 

 

10業務 

⑥ 派遣労働者の数（2025.6.1現在） 10   人 

⑦ 派遣先の実数（事業年度あたりの事業所数） 2   件 

⑧ 労働者派遣の料金１日の額の平均 36,224  円 

⑨ 派遣労働者の賃金１日の額の平均 22,331  円 

⑩ マージン率 (⑧-⑨)÷⑧小数点第 2位以下を四捨五入 38.4    ％ 

 

 

67業務（施工管理業務補佐） 

⑪ 派遣労働者の数（2025.6.1現在） 1   人 

⑫ 派遣先の実数（事業年度あたりの事業所数） 1   件 

⑬ 労働者派遣の料金１日の額の平均 33,831  円 

⑭ 派遣労働者の賃金１日の額の平均 20,755  円 

⑮ マージン率 (⑧-⑨)÷⑧小数点第 2位以下を四捨五入 38.7    ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

キャリア・コンサルティングの相談窓口 

窓口 総務部長  矢ヶ部 淳一 連絡先：096-211-3371 

訓練の内容 訓練方法 実施主体 費用個人負担 賃金支給 

コンプライアンス基礎研修 計画的な OJT 当社 無 有 

営業基礎研修 OFF-JT 教育機関 無 有 

クリティカルシンキング研修 OFF-JT 教育機関 無 有 

ロジカルシンキング研修 OFF-JT 教育機関 無 有 

リーダーシップ研修 OFF-JT 教育機関 無 有 

 

 

雇用安定措置を講じた人数【対象者（有期雇用者）0人】 

第 1号の措置（派遣先への直接雇用の依頼）を講じた人数 0   人 

第 2号の措置（新たな派遣先の提供）を講じた人数 0   人 

第 3 号の措置（派遣元で派遣労働者以外の労働者として無期雇

用）を講じた人数 

 

0   人 

第 4号の措置（その他の措置）教育訓練 0   人 

 

 

労使協定締結 

労使協定の範囲 派遣先で別表 1に掲げる職務（情報処理・通信技術者、 

施工管理業務補佐）に従事する従業員 

有効期間 2025年 4月 1日~2026年 3月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 



2025年 6月 24日 

【東京】 

労働者派遣事業に関わる情報について 

対象期間：2024年 4月 1日～2025 年 3月 31日 

全業務平均 

⑯ 派遣労働者の数（2025.6.1現在） 0   人 

⑰ 派遣先の実数（事業年度あたりの事業所数） 1   件 

⑱ 労働者派遣の料金１日の額の平均 38,441  円 

⑲ 派遣労働者の賃金１日の額の平均 26,267  円 

⑳ マージン率 (③-④)÷③小数点第 2位以下を四捨五入 31.7    ％ 

 

 

10業務 

21 派遣労働者の数（2025.6.1現在） 0   人 

22 派遣先の実数（事業年度あたりの事業所数） 1   件 

23 労働者派遣の料金１日の額の平均 38,441  円 

24 派遣労働者の賃金１日の額の平均 26,267  円 

25 マージン率 (③-④)÷③小数点第 2位以下を四捨五入 31.7    ％ 

 

  

キャリア・コンサルティングの相談窓口 

窓口 SI事業本部 MS統括部長 内山 正巳 連絡先：03-5778-1249 

訓練の内容 訓練方法 実施主体 費用個人負担 賃金支給 

コンプライアンス基礎研修 計画的な OJT 当社 無 有 

営業基礎研修 OFF-JT 教育機関 無 有 

クリティカルシンキング研修 OFF-JT 教育機関 無 有 

ロジカルシンキング研修 OFF-JT 教育機関 無 有 

リーダーシップ研修 OFF-JT 教育機関 無 有 

 

 

 

 

 

 



雇用安定措置を講じた人数【対象者（有期雇用者）0人】 

第 1号の措置（派遣先への直接雇用の依頼）を講じた人数 0   人 

第 2号の措置（新たな派遣先の提供）を講じた人数 0   人 

第 3 号の措置（派遣元で派遣労働者以外の労働者として無期雇

用）を講じた人数 

 

0   人 

第 4号の措置（その他の措置）教育訓練 0   人 

 

 

労使協定締結 

労使協定の範囲 派遣先で別表 1に掲げる職務（情報処理・通信技術者、 

施工管理業務補佐）に従事する従業員 

有効期間 2025年 4月 1日~2026年 3月 31日 

 

 


